
「鉄骨瑕疵保証保険制度」とは 
※１ 

※２ 

■「鉄骨瑕疵保証保険制度」は、鉄骨造の建築物について 

　安全と安心をお約束する制度です。 
■全構協の構成員大臣認定工場は、本制度により鉄骨の
　品質・技術に万全を期して、専門工事業者としての責務
　を果たします。 
■建築主の皆様には、本制度の保証により裏付けされた
　「確かな鉄骨」をお届けします。 

「鉄骨の直接発注・CM方式に対応」 

備えあれば 
　 憂いなし 

※１　瑕疵とは、保証対象の建築鉄骨について、受注契約した設計図書等の内容に欠けること及び通常有す 
　　　べき性状に欠けることをいいます。 
※２　法律上の損害賠償責任は、瑕疵担保責任（民法）及び製造物責任（PL法）とします。 

か　し 

全構協構成員大臣認定工場が製作した建築鉄骨の溶接部の瑕疵　が 
原因で、法律上の損害賠償責任　を負担する事によって被る損害が生
じた場合、全構協の契約保険会社から保険金が支払われる制度です。 

安心　　 箇条 3
 

加入する工場は、検査
記録の提出及び鉄骨製
作に係わる書類の完備・
保存が義務付けられて
います。 

地震等で万が一建築物
に損害が生じ、その原
因が鉄骨（溶接部）の
瑕疵であった場合は、
本制度による保険が適
用されます。 

本制度の加入は任意で
すが、加入できる工場
は、全構協構成員大臣
認定工場です。 



保証の対象 

証明書の発行 保証期間 

　　 証明書の発行日から10年間 

　　 全構協構成員大臣認定工場が
　　 製作した建築鉄骨である 

　　 鉄骨製作工場内で製作されたS造又はSRC造

　　 の鉄骨で、現場溶接部分を除く　　 

　　 国土交通大臣から認定を受けたグレードの

　　 適用範囲である 

　　 建築場所が日本国内である 

　　　本制度による保証を引き

　　   受けた建築鉄骨であるこ  

　   　とを証する証明書が発行

　　   されます。 保険の種類と内容 
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瑕疵保証保険　　  製造物賠償責任保険 

被害者に支払うべき 
損害賠償金 
（対人・対物） 

1構成員あたり 
年間１億円を限度 

1構成員あたり 
年間１億円を限度 

保険の 
種　類 

鉄骨の瑕疵修補費用 
又はそれに代わる
損害賠償金 
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　性能規定化された改正建築基準法に基づき、

鉄骨製作工場において製作された鉄骨溶接部の

性能について、「評価」に基づき国土交通大臣

が「認定」するものです。 

　「評価」は、全構協が建築基準法に定める指定

性能評価機関として、大臣が認可した「性能評価

業務規程」に基づき、公正かつ適格に行います。 

 

大臣認定工場の 
信頼と実績 

確立した品質管理体制 

有資格者による製作・管理 

整備された社内規格 

しっかりした検査体制 

製造設備・検査機器類の充実 
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